
⽉例会運営マニュアル   
⼀陽会（平成２３年４⽉制定）   

（平成２５年４⽉、「８．乗⽤カート利⽤について」を追記）   
（平成２６年５⽉１１⽇、申込み受付５⽇前午後５時締切を７⽇前午後３時締切に変更）  

 （平成 27 年 1 ⽉ 16 ⽇、６．順位の確定の②「⽬⼟袋…」を削除）   
（平成 28 年 5 ⽉ 1 ⽇、申込み受付 7 ⽇前を 10 ⽇前に変更、スタートの組み合わせ送付及び締切 ⽇
以降の本⼈から倶楽部への⽋場連絡を 3 ⽇前から 7 ⽇前に変更）   
（令和 5 年５⽉ 3 ⽇、⼥性会員参加に伴うハンディキャップの規則の追加、カード提出所に関する記載の

追加） 

このマニュアルは⼀陽会の⽉例会を実施するにあたりその基本的な流れを順に記載したものです。 
ここに記載しているのは運営上必要最低限の事項です。平成２３年４⽉例会から適⽤します。  

１．申込み・組合せ   

①申込み受付は当該⽉例会 10 ⽇前午後 3 時締め切りとする。  
②スタートの組合せは当該⽉例会 7 ⽇前までに作成し倶楽部に送付する。  
③申込み締切⽇以降に⽋場となる時は、担当幹事に速やかに連絡すると共に、当該⽉例会 7 ⽇前以 降
は倶楽部受付にも⽋場の旨の連絡を⼊れること。  
④申込み締切⽇以降に参加可能となった場合は速やかに担当幹事に相談することとし、プレーメン バ
ー枠に空きがある時は参加することができる。  

２．⽉例会受付   

①⽉例会参加者は各⾃のスタート時間にかかわらず遅くとも最初の組のスタート時間３０分前までに受
付に準備した組合せ表記載の⾃⼰⽒名を○で囲み、参加の意思表⽰をすること。  

②当⽇⽋場及び遅刻の場合は、理由を問わず１，０００円の来福⾦を課す。 

③各プレーヤーはコントロールカードに名前、⽇付、ハンディキャップを記⼊した後、そのカード を
マーカーに渡す。  

④⼥性ハンディキャップは倶楽部規則第（５）-（e）⽉例杯競技における⼥⼦の調整値に準ずる。 
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３．スタート   

①⽉例会においては、⾃⼰のスタート時間５分前までに各⾃のスタートホールティグラウンドに集合する
こと。  

② ＡさんのマーカーはＢさん（ＡさんのカードをＢさんに渡す。以下同様。 
    ＢさんのマーカーはＣさん  

ＣさんのマーカーはＤさん  
ＤさんのマーカーはＡさん  

◎マーカーは毎ホール終了後、プレーヤーのスコアを確認しカードに記⼊すること。   

４．カード提出所での注意点   

①プレーヤー及びマーカーは、プレー終了後速やかにカード提出所に集合し、マーカーはプレーヤーのス
コアを記⼊したカードにマーカー署名をしてプレーヤーに渡す。  

②プレーヤーは名前、⽇付、各ホールの打数、ハンディキャップ、マーカー署名、グロス及びネットを確
認して署名後に投函する。 

③カード提出所は、キャディマスター室もしくは、⼀陽会コンペルーム とすする。状況に応じ会⻑もし
くは、それに準ずる⼈が決定することが出来る。 

◎プレーヤーはカードボックス投函後のスコアカードの内容は⼀切訂正できない。  
※カード記⼊必須項⽬（ストロークプレー）次の内⼀つでも⽋けた場合は失格となる。  

ⅰ、各ホールの打数  
ⅱ、⾃⼰ハンディキャップ  
ⅲ、プレーヤー署名及びマーカー署名  
※前記でも失格となる場合  
ⅰ、各ホールの打数を真実の打数より過少に記⼊した場合  
ⅱ、⾃⼰ハンディキャップを多く記⼊した場合  
ⅲ、マーカー署名が正規のマーカーで無い場合（マーカーが途中棄権した場合は、棄権したマーカーと
その後を引き継いだマーカーの⼆⼈の署名が必要である。）  

※次の場合失格とならない。  
ⅰ、各ホールの打数が真実の打数より多く記⼊した場合、この時は多く記⼊した打数が採⽤され る。  
ⅱ、⾃⼰ハンディキャップを少なく記⼊した場合、⼜は記⼊されていた⾃⼰ハンディキャップが 少ないの

に気付かないで提出した場合（この場合少ないハンディキャップによるネットが採⽤ される）  
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５．順位の決め⽅（ストロークプレー）   

①順位はネットの少ない⽅を上位とする。  
②ネットタイの時はグロスが少ない⽅を上位とする。  
③同ネット、同グロスの場合はアウトコースのグロスの少ない⽅を上位とする。 ④①〜③までがすべ
て同⼀の場合は年齢上位とする。  

６．順位の確定   

表彰式終了をもって⽉例会終了とし順位の確定とする。  
次の場合⽉例会終了後でも失格の罰を課しその⼊賞を取り消し、次点の⼈に順位を繰り上げる。 ①合
意の反則があった場合（関係者全員）  

７．提出されたカードの取扱い   

提出された⽉例会⽤カードはすべて役員がまとめて倶楽部に提出する。  

８．乗⽤カートの利⽤について   

⽉例会において乗⽤カートを利⽤する必要があるプレーヤーは、事前にその理由を役員会に告げ、 承
諾を得なければならない。  
カートの予約は利⽤する本⼈がすること。 
 
 


